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概 要 

令和４ 年度は、第三期競馬活性化計画期間の最終年度にあたるこ と から 、こ

れまでの取組を踏まえ、地方競馬のさ ら なる活性化を 図るため、競馬法改正に

向けて農林水産省の指導のも と 主催者と 一体と なっ て取り 組んだ。 その結果、

令和４ 年 11 月に改正競馬法が可決・ 成立し たが、 その中で、 ①地方競馬への

支援措置の拡充、②馬産地への支援措置の恒久化、③競馬に対する国民の信頼

を 確保するための措置の充実が講じ ら れた。こ れを 踏まえて主催者が策定する

「 第四期競馬活性化計画」 の取り まと めを行う と と も に、「 競馬開催日程及び

番組編成の調整方針」 及び「 地方競馬における強い馬づく り 計画」 を改定し 、

新たな競馬活性化計画期間において重要課題と なる「 地方競馬の魅力の向上」

を 実現するため、「 全日本的なダート 競走体系の整備について」 を 主催者、 全

国公営競馬主催者協議会、 日本中央競馬会（ 以下、「 Ｊ Ｒ Ａ 」 と いう 。） と と も

に発表し た。  

「 地方競馬における強い馬づく り 計画」 に係る取組では、２ 歳馬競走に対し

付加賞金を 交付する事業への補助の拡充や、Ｎ Ａ Ｒ 生産牧場賞の交付事業の新

設を行っ たほか、競走馬生産振興事業補助を活用し てダート 適性の見込める種

牡馬を 導入し た。  

公正確保については、「 総合的な公正確保対策」 に基づき 、 主催者、 競馬関

係団体と 一体と なっ て再発防止策に取り 組み、公正確保の徹底を 図っ た。また、

競馬法の改正により 地方競馬の公正な実施を 確保する ために必要な主催者へ

の支援が協会の業務に追加さ れたこ と を 受け、協会の定款を改正すると と も に、

同法を 根拠と する公正確保に関する最高会議と し て、新たに「 地方競馬公正会

議」 を 設置する準備を し た。  

地方競馬の売上の回復状況を 踏まえて畜産振興に対する 補助の拡充を 図っ

たほか、地方競馬の畜産振興や地方財政の改善への社会貢献について広く 周知

を 図るため、 全国紙に全面広告を 出稿し た。 また、 競馬場で地域乳製品を 配布

する牛乳・ 乳製品消費拡大キャ ンペーンを実施し た。  

なお、 令和４ 年度の競馬開催は、 14 主催者 15 競馬場において、 260 回（ 前

年度 251 回）、 延べ 1, 327 日（ 前年度 1, 271 日） であっ た。 総売得金額は、 1

兆 703 億円（ 前年度 9, 933 億円、 107. 8%）、 また１ 日当たり では 8 億 660 万円

（ 前年度 7 億 8154 万円、 103. 2%） と なり 、 いずれも 過去最高記録と なっ た。

こ のう ち電話・ イ ンタ ーネッ ト 投票（ 以下、「 在宅投票」 と いう 。） が、 9, 620

億円（ 前年度 9, 089 億円、105. 8%） を売上げ、総売得金額の 89. 9％を 占めた。

（ 資料第１ 表参照）  

その結果、 １ 号交付金 111 億円（ 前年度 103 億円）、 ２ 号交付金 35 億円（ 前

年度 32 億円） で、 交付金総額は 146 億円（ 前年度 135 億円） と なっ た。（ 資料

第２ 表参照）  

  



 
 

2 
 

Ⅰ． 業務内容等 

１ ． 業務内容（ 令和５ 年４ 月１ 日現在）  

地方競馬の公正かつ円滑な実施の推進を 図ると と も に、 馬の改良増殖その

他畜産の振興に資するこ と を 目的に、 以下の業務を 行う こ と と さ れている。  

① 馬主及び馬を 登録するこ と 。  

② 調教師及び騎手を免許するこ と 。  

③ 調教師及び騎手を養成し 、 又は訓練するこ と 。  

④ 審判員その他の地方競馬の実施に関する 事務を 行う 者を 養成し 、 若し く  

は訓練し 、 又は主催者等の要請に応じ て、 こ れら の者を派遣し 、 若し く は

そのあっ せんをするこ と 。  

⑤ 主催者に対し て地方競馬の公正な実施を 確保する ために必要な情報の提

供、助言その他の支援を 行う こ と 。（ 令和５ 年４ 月 1 日法改正により 追加）  

⑥ 競馬の開催回数、 一回の開催日数、 開催の日取り 及び競走の編成その他競

馬の開催に関し 、 競走体系の整備その他の観点から 、 主催者間における必

要な調整を 行い、 又は主催者に対し て必要な助言を 行う こ と 。  

⑦ 主催者が共同し て利用する 競馬の事業のための施設又は設備の設置又は

整備を 行う こ と 。  

⑧ 地方競馬に関する調査及び研究を行う こ と 。  

⑨ 認定都道府県等が認定競馬活性化計画に基づいて行う 事業につき 、 その経

費を 補助するこ と 。  

⑩ 地方競馬における競走馬の需要の変化、 認定競馬活性化計画の実施その他

の地方競馬を めぐ る 情勢の変化に対応し て行う 競走馬の生産の振興に資

するための事業につき その経費を補助するこ と 。（ 令和５ 年４ 月 1 日法改

正により 追加）  

⑪ 前号に掲げるも ののほか、 馬の改良増殖その他畜産の振興に資するための

事業につき 、 その経費を 補助するこ と 。  

⑫ 交付金の受入れを行う こ と 。  

⑬ 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行う こ と 。  

⑭ 前各号に掲げるも ののほか、 協会の目的を 達成するため必要な業務を 行う

こ と 。  

⑮ 主催者から の委託を受けて競馬の実施に関する事務を 行う こ と 。  

 

２ ． 主たる事務所等の所在地 

① 主たる事務所 東京都港区麻布台２ 丁目２ 番１ 号 

② 附属機関 地方競馬教養センタ ー 

栃木県那須塩原市接骨木 443 

 

３ ． 資 本 金   該当なし  
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４ ． 役員の状況（ 令和５ 年３ 月 31 日現在）  

定数： 理事長１ 人、 副理事長１ 人、 理事５ 人以内、 監事２ 人以内 

役 職 氏  名 
就任年月日 

及び現在の任期 
経     歴 

理事長 斉藤 弘 

令和４ 年３ 月１ 日就任 

任期 令和４ 年８ 月 １ 日 

  ～令和７ 年７ 月 31 日 

昭和 57 年 ４ 月 特別区競馬組合入庁 

平成 27 年 12 月 特別区競馬組合副管理者 

令和 ３ 年 12 月 退任 

副理事長 吉田 誠 

令和５ 年１ 月１ 日就任 

任期 令和５ 年１ 月 １ 日 

  ～令和５ 年７ 月 31 日 

平成 ３ 年 ４ 月 農林水産省入省 

令和 元年 ７ 月 農村振興局総務課長 

令和 ３ 年 １ 月 国土交通省不動産・ 建設経 

済局次長 

令和 ４ 年１ ２ 月 退職（ 役員出向）  

理事 楯岡信一 

令和２ 年８ 月 11 日就任 

任期 令和４ 年 8 月 11 日 

  ～令和６ 年 8 月 10 日 

昭和 57 年 ４ 月 神奈川県採用 

平成 26 年 ４ 月 県総務局参事監  

（ 神奈川県川崎競馬組合副管理者） 

平成 30 年 ４ 月 理事兼政策局長 

令和 元年 ５ 月 退職 

理事 秋元稔弥 

令和２ 年 11 月１ 日就任 

任期 令和４ 年 11 月 １ 日 

  ～令和６ 年 10 月 31 日 

昭和 58 年 ４ 月 地方競馬全国協会採用 

令和 ２ 年 ４ 月 企画部長 

令和 ２ 年 10 月 退職 

監事 西川 仁 

令和４ 年１ 月１ 日就任 

任期 令和４ 年８ 月 １ 日 

～令和６ 年７ 月 31 日 

昭和 58 年 ４ 月 自治省入省 

令和 ３ 年 ２ 月 地方公共団体情報システ 

ム機構管理部担当部長 

令和 ３ 年 12 月 退職（ 役員出向）  

監事 

( 非常勤)  
押川二尚 

令和４ 年 11 月１ 日就任 

任期 令和４ 年 11 月 １ 日 

  ～令和６ 年 10 月 31 日 

昭和 57 年４ 月 地方競馬全国協会採用 

平成 28 年４ 月 監査室長 

令和元年 ６ 月 （ 一財） 地方競馬共済会常任 

理事 

 

５ ． 職員の状況 

令和４ 年度末職員定数： 128 人（ 実員： 118 人）  

 

６ ． 協会の沿革 

昭和 37 年８ 月 地方競馬全国協会設立（ 東京都港区芝西久保桜川町）  

昭和 30 年代の地方競馬の進展に伴い、  

① 都道府県別に行われていた馬主及び馬の登録並びに調教師及び騎手の

免許の全国的な統一を 行う こ と  

② 主催者毎に行っ ていた調教師及び騎手、 審判員等地方競馬の開催のた

めの専門職員の養成・ 訓練の業務を全国段階で実施するこ と  

③ 地方競馬の売上金の一部を 交付金と し て受入れ、 各畜産地域における

馬の改良増殖その他畜産の振興に資する事業に対し て補助を するこ と  

以上の必要性から 、 競馬法の一部改正により 、 地方競馬の公正かつ円滑な
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実施の推進を図ると と も に、 馬の改良増殖その他畜産の振興に資するこ と を

目的に特殊法人と し て設立さ れた。  

昭和 39 年 11 月 附属機関の騎手教養所（ 現地方競馬教養センタ ー） を  

東京都八王子市から 栃木県塩谷郡塩原町に移転 

昭和 39 年 12 月 主たる事務所を 東京都港区麻布台に移転 

平成 20 年 １ 月 特殊法人から 地方共同法人へ法人格変更 

平成 17 年 12 月に閣議決定さ れた行政改革の重要方針を 受け、平成 19 年に

競馬法が改正さ れ、 協会は主催者が主体と なっ て運営する地方共同法人と さ

れた。  

 

７ ． 設立の根拠 競馬法（ 昭和 23 年７ 月 13 日法律第 158 号）  

 

８ ． 主務大臣 農林水産大臣 

 

９ ． 運営委員会の概要（ 根拠規定： 競馬法第 23 条の 17～23・ 26）  

運営委員会は、協会の意思決定機関と し て、定款の変更、業務方法書の作成

及び変更、予算及び決算、事業計画の作成及び変更等の重要事項を議決する。  

また、運営委員会は、理事長及び監事の任命、理事長が副理事長及び理事を

任命する際の同意も 行う こ と と さ れている。  

 

＜運営委員会委員＞ 

① 運営委員会は、 運営委員９ 人以内で組織する。  

② 運営委員は、 競馬を行う 都道府県等の長７ 人以内、 学識経験者２ 人以内

を も っ て充てるも のと する。  

③ 運営委員の任期は、 ３ 年と する。 ただし 、 補欠の委員の任期は前任者の 

残任期間と する。  

 

 氏  名  職  名  等 備  考 

 鈴 木 直 道 北 海 道 知 事 

 達 増 拓 也 岩手県競馬組合管理者 岩手県知事 

 武 井 雅 昭 特別区競馬組合管理者 港区長 

 武 井 政 二 神奈川県川崎競馬組合管理者 神奈川県副知事 

 大 村 秀 章 愛知県競馬組合管理者 愛知県知事 

 片 山 安 孝 兵庫県競馬組合管理者 兵庫県副知事 

 南 里  隆 佐賀県競馬組合管理者 佐賀県副知事 

       内 藤 邦 男  学 識 経 験 者   一般財団法人大日本蚕糸会会頭  

 斉 藤  弘  学 識 経 験 者  地方競馬全国協会理事長  

 （ 令和５ 年３ 月 31 日現在  任期： 令和８ 年１ 月９ 日）  
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10． 評議員会の概要（ 根拠規定： 競馬法第 23 条の 34～35）  

評議員会は、 理事長の諮問に応じ 、 協会の業務の運営に関する重要事項を

調査審議するほか、 協会の業務の運営につき、 理事長に対し て意見を述べる

こ と ができ る。  

また、理事長は定款の変更、 業務方法書の作成及び変更、予算及び決算、事

業計画の作成及び変更について、 あら かじ め評議員会の意見を 聴かなければ

なら ない。  

 

＜評議員＞ 

① 評議員会は、 評議員 12 人以内で組織する。  

② 評議員は、 学識経験を 有する者のう ちから 、 理事長が農林水産大臣の認

可を 受けて任命する。  

③ 評議員の任期は、 ３ 年と する。 ただし 、 補欠の評議員の任期は、 前任者

の残任期間と する。  

 

  氏  名   職  名  等 

有 吉 正 徳 競馬ラ イ タ ー 

 上 野  透 公益社団法人 兵庫県畜産協会専務理事 

    上 野 儀 治 公益社団法人 日本軽種馬協会副会長・ 常務理事 

    川 上  哲 司 一般社団法人 兵庫県馬主協会会長 

       北 出 加代子 銀座法律事務所 弁護士 

       近 藤 康 二 公益社団法人 中央畜産会専務理事 

       澤 野 由 紀 子 聖心女子大学現代教養学部教育学科教授 

       鈴 木 淑 子 競馬パーソ ナリ ティ  

 醍 醐 伸 之 一般社団法人 日本地方競馬馬主振興協会会長 

 田 中 芳 郎 胆振軽種馬農業協同組合代表理事組合長 

 野 口  孝 全国公営競馬調教師会連合会会長 

 渡 辺 志 津 子 タ レント エージェ ンシー ブレ スユー 代表 

 （ 令和５ 年３ 月 31 日現在 五十音順 任期： 令和８ 年２ 月 28 日）  

 

11． 地方競馬活性化会議の概要（ 根拠規定： 地方競馬全国協会定款第 31 条）  

地方競馬活性化会議は、 運営委員会の議決を 経なければなら ない事項につ

いて、 あら かじ め審議すると と も に、 運営委員会で議決さ れた事項に関し 、

その円滑な実施を図るため必要な事項について審議する。  

併せて、 地方競馬の振興に係る諸施策の協議等を行う 。 本会議は、 主催者

における競馬の実施に係る実務責任者で構成する。  
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12． その他委員会の概要（ 令和５ 年３ 月 31 日現在）  

常設の委員会と し て、馬主登録審査委員会、調教師・ 騎手免許試験委員会、

騎手候補生入所試験委員会、 畜産振興補助事業審査委員会及び畜産振興補助

事業評価委員会を設置し ている。  

 

Ⅱ． 事業実施状況 

１ ． 競馬の公正・ 安全かつ円滑な実施に向けた業務 

お客様が地方競馬を 楽し み、 安心し て参加でき る よ う 、 競馬の公正確保の

徹底を図る と と も に、 新型コ ロナウイ ルス感染症の影響が長期化する中にお

いても 安全かつ円滑に競馬開催が行えるよう 主催者と 連携し て取り 組んだ。  

また、 競馬法の改正によ り 地方競馬の公正な実施を 確保する ために必要な

主催者への支援が協会の業務に追加さ れる こ と を 受け、 協会の定款を改正す

ると と も に、同法を根拠と する公正確保に関する最高会議と し て、新たに「 地

方競馬公正会議」 を設置する準備をし た。  

 

（ １ ） 馬主及び馬の登録を 厳正かつ迅速に行っ た。 馬主登録については、関係団

体と も 連携し て情報収集に努め、 慎重に審査を 進め登録を 行っ た。 馬登録に

ついては、 正確な登録に努めると と も に、 引き 続き 名義貸借の防止に取り 組

んだ。なお、事務の合理化を促進するため、馬登録申請書の様式を変更し た。  

① 馬主の登録 

馬主登録の申請に対し 、 厳正に手続き を 行い、 470 件を登録し た。 また、

時効等により 235 件を抹消し 、令和５ 年３ 月末現在の馬主の登録数は、5, 295

件と なっ た。（ 資料第３ 表参照）  

こ の件数には、Ｊ Ｒ Ａ の協力を 得て、新規のＪ Ｒ Ａ 登録馬主に対し て地方

競馬への勧誘を 行い、 申請のあっ た 70 件について登録し た数が含まれてい

る。 なお、 破産者検索システム（ 令和２ 年度運用開始） により 、 ３ 件の登録

を 抹消し た。  

② 馬の登録 

馬の登録については、5, 763 頭を 登録し 、6, 317 頭を 抹消し た。こ の結果、

令和５ 年３ 月末現在の馬の登録数は 13, 219 頭（ サラ 系 12, 359 頭、 アラ 系 0

頭、 ばんえい 860 頭） と なっ た。（ 資料第３ 表参照）  

また、性変更届の提出の失念防止と 、引退競走馬の福祉対策の推進に向け

た申請抹消制度の活用促進を図るため、チラ シやポスタ ー等を 作成・ 配布し 、

厩舎関係者の意識の醸成に取り 組んだ。  

（ ２ ） 調教師、調教師補佐及び騎手の免許を 厳正に行っ た。競馬の公正確保及び

不祥事案の再発防止のため競馬法遵守について誓約書を求め、受験者の一層

の自覚を 促し た。 筆記試験においては業務上必要な知識や技術に加え、 公正

確保の重要性と その責務について重点的に出題すると と も に、面接試験にお
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いては免許期間内に受けた処分、 注意について改めて反省を促すなど、 主催

者と も 連携し て不祥事案の根絶に向けて意識の向上と モラ ルの強化を 図っ

た。  

① 調教師、 調教師補佐及び騎手の免許 

調教師、 調教師補佐及び騎手の免許については、 平地競走３ 回、 ばんえ

い競走１ 回の免許試験を実施し た。 申請者延べ 898 名（ 調教師 490 名、 調

教師補佐 103 名、 騎手 305 名） のう ち延べ 766 名（ 調教師 430 名、 調教師

補佐 49 名、 騎手 287 名） が合格し 、 延べ 760 名（ 調教師 430 名、 調教師補

佐 48 名、 騎手 282 名） に対し 免許し た。  

また、 免許さ れた者のう ち死亡又は申請等により 20 名（ 調教師 9 名、 調

教師補佐３ 名、 騎手８ 名） の免許の取消を 行っ た。  

こ の結果、 令和５ 年４ 月１ 日現在免許を 受けている者は、 747 名（ 調教師

421 名、 調教師補佐 48 名、 騎手 278 名） と なっ た。（ 資料第４ 表参照） こ の

ほか、 指定交流競走等に関する特例により Ｊ Ｒ Ａ の調教師延べ 989 名及び

騎手延べ 560 名に対し 免許し た。  

② 厩務員設置認定についての協力 

主催者が行う 厩務員の認定への協力と し て、 認定を行おう と する者で、

あら かじ め調査依頼のあっ た 392 件について調査・ 回答を 行う など、 認定

の際に助言を行い、 主催者が厳正に厩務員認定を 行えるよう 支援し た。 令

和５ 年４ 月１ 日現在の認定厩務員の数は 2, 251 名である。  

（ ３ ） 地方競馬教養センタ ーにおいて、 調教師及び騎手の養成・ 訓練を 実施する

と と も に、 不祥事案等の再発防止のため、 調教師、 調教師補佐及び騎手に対

し て、 協会本部等において研修を実施し た。 また、 ばんえい競馬の新人騎手

を養成するため、 免許試験に向けた短期講座を新たに実施し た。（ 資料第５

表参照）  

① 調教師、 騎手の養成 

ア 調教師の養成については、 調教師課程（ 養成期間１ ヵ 月以内） を２ 回実

施し 、 ８ 名が同課程を 修了し た。  

イ  騎手の養成については、 騎手課程（ 養成期間２ ヵ 年） 第 104 期、 第 105

期の養成を 実施し 、 こ のう ち第 104 期 11 名が同課程を修了し た。  

  なお、 令和５ 年春入所生の募集活動に努めた結果、 前年度を 上回る 51

名の受験申請があっ た。  

② 調教師、 騎手の訓練 

調教師研修講座３ 回（ 計４ 名（ う ちばんえい競馬１ 名））、 騎手研修講座９

回（ 計 11 名） 及び新人騎手研修 1 回（ 計 16 名（ う ちばんえい競馬２ 名））

を 実施し た。  

③ 地方競馬教養センタ ーの整備・ 活用 

令和４ 年３ 月に完成し た新教育棟のト レ ーニングルームや視聴覚設備等
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を 有効に活用し 、優れた騎手を 多数輩出でき るよう 、騎手養成カ リ キュ ラ ム

の充実を 図っ た。また、質の高い人材を 養成すると と も に人馬の安全管理を

図るため、 第１ 角馬場の改修等を実施し た。  

（ ４ ） 公正確保の徹底に向けた取組 

① 不祥事案発生防止のための取組 

ア 厩舎関係者への研修の強化  

厩舎関係者の一層の自覚を 促し ていく ため、公正確保に関する研修はも と

より 、 プロスポーツ選手と し て必要と さ れるマスコ ミ 対応や、 栄養学、 厩舎

経営など職種に応じ て有用なテーマで研修を行っ た。加えて免許を 得て５ 年

以内の騎手に対し ては、 一般的な教養、 モラ ル、 コ ンプラ イ アンス意識等を

高めるため、 税金・ 社会保険制度、 一般法令順守などを テーマに研修を 行っ

た。   

また、 処分件数が多い、 重大な違反行為をし た等、 個別に対応が必要と 判

断し た騎手を 協会に召喚し 、 研修を 実施し た。  

さ ら に、 増加する外国人厩務員の教育のため、 英語、 スペイ ン語、 ヒ ンデ

ィ ー語及びウズベク 語の「 外国人厩務員向け研修テキスト 」 を作成、 配布し

た。  

イ  管理・ 監視体制の強化  

調整ルーム、業務エリ ア等における監視管理体制の強化のため、 主催者が

行う 監視カ メ ラ や携帯電話電波抑止装置の設置に対し て助成を行っ た。  

ウ 不正行為に関する情報処理体制の充実・ 整備  

競馬法違反行為の未然防止等を 目的と し て、地方競馬独自の内部通報制度

を 整備すると と も に、 令和５ 年４ 月１ 日から の運用開始に向けて、 制度周知

用のパンフ レ ッ ト を作成し 、 厩舎関係者に配布し た。  

エ 裁決の厳格化  

裁決委員の資質の向上を図るため、教養センタ ーにおける裁決委員研修に

加え、 実際のレース映像を教材と し たレ ベルアッ プ研修を 実施し た。  

また、厩舎関係者による不正な行為を 抑止するため、競走における監視や、

違反者に対する処分等を より 厳正に行っ た。  

オ 厩舎関係者の勝馬投票券購入調査の実施  

厩舎関係者による地方競馬の勝馬投票券の購入を 根絶する ため、 調教師、

騎手については協会が、 厩務員については主催者が、 地方競馬の勝馬投票券

を 購入し ていないこ と を 在宅投票事業者の協力を 得て確認する 調査を 実施

し た。  

カ  禁止薬物陽性馬発生根絶に向けた諸施策の実施  

禁止薬物陽性馬発生の根絶のため、獣医師免許を 持つ職員を 中心に主催者

が行う 厩舎巡回に同行し た。  

また、 禁止薬物が大幅に増加する令和５ 年４ 月に向けて、 主催者獣医担当
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職員と の情報共有、 意見交換を行う と と も に、 主催者獣医担当職員を対象と

し た研修会を 開催し た。 また、 競走馬の診療に携わる開業獣医師等を対象と

する研修会に講師を 派遣し た。  

キ 放馬事故防止の徹底  

公道等への放馬事故根絶のため、 主催者が行う 放馬訓練に立会し 、 必要に

応じ て放馬防止対策マニュ アルの改善等の助言を 行っ た。  

また、 放馬防止策の設備面のさ ら なる充実を 図るため、 主催者が行う 放馬

防止対策設備の設置に対し て助成を 行っ た。  

なお、 複数回の放馬事故が発生し た笠松競馬場においては、 第三者による

対策委員会に委員と し て職員を 派遣し たほか、主催者と 放馬対策に関する協

議等を 重ね、 放馬対策の策定、 推進に協力し た。  

② 公正確保対策の実施に係る推進体制強化 

ア 執務環境の点検・ 確認  

競馬開催における公正確保の徹底を図るため、職員を 派遣し てすべての地

方競馬場において、 開催執務環境及び状況の点検を 行い、 不備が認めら れた

点については改善を 促し た。  

イ  開催執務委員のレベルアッ プ研修  

裁決担当者及び発走担当者レ ベルアッ プ研修を 開催し 、各主催者の開催執

務委員のスキルアッ プを 図っ た。  

ウ 助成事業を 活用し た公正確保の徹底  

全国公正確保対策推進会議において、 馬主、 調教師、 騎手、 厩務員等の競

馬関係団体と と も に公正確保対策の推進に取り 組んだ。 また、（ 公財） 競走

馬理化学研究所、（ 公財） 競馬保安協会、（ 一財） 地方競馬共済会、 全国公営

競馬獣医師協会等と 連携し て公正確保や競馬の健全な発展に資する 事業を

行う と と も に、 こ れら の団体の公正確保に係る事業に対し て助成を 行っ た。 

エ 地方競馬の公正確保に係る重大事案発生時の対応  

地方競馬の公正確保に係る重大事案が発生し た場合は、過去の対応事例等

を踏まえ、 主催者における再発防止策の策定に協力すると と も に、 他主催者

に対し ても 迅速に情報を 共有する こ と によ り 地方競馬全体で再発防止を 徹

底し た。  

また、主催者が行う 関係者に対する処分案の策定や厩舎関係者に対する指

導に協力し た。  

③ 開催執務委員の派遣 

主催者の要請に基づき 、 裁決、 決勝審判、 発走の各専門職員延べ 5,234 名

を開催に派遣し 、 公正かつ円滑な競馬の実施に努めた。（ 資料第６ 表参照）  

また、 専門職員を養成するための研修については、 新型コ ロナウイ ルス感

染拡大防止対策を講じ ながら 、 基礎研修を４ 回、 業務別研修を８ 回（ 裁決委

員研修２ 回、 決勝審判委員研修２ 回、 発走委員研修２ 回、 馬場管理委員研修
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２ 回） 実施し た。（ 資料第７ 表参照）  

（ ５ ） 新型コ ロナウイ ルス感染症への対応 

主催者が万全の感染拡大防止策を 講じ たう えで安全かつ円滑に競馬開催が

行えるよ う 、 最新の知見等に基づき 「 競馬における新型コ ロナウイ ルス感染

拡大予防ガイ ド ラ イ ン 」 を改訂する と と も に、 主催者の取組に対し て助成を

行っ た。  

（ ６ ） ギャ ンブル等依存症の対策 

「 ギャ ンブル等依存症対策推進基本計画 i 」 に基づき 、主催者、公営競技団

体、 監督官庁と 連携し 、 全国公営競技施行者連絡調整協議会による 民間団体

支援スキームの策定支援等を行っ た。 また、 協会、 主催者、 関係事業者等の

職員の知識向上を 図る ため、 専門家によるギャ ンブル等依存症対策に係る研

修教材の作成・ 配布を行っ た。  

 

２ ． 畜産振興事業に対する補助 

地方競馬の社会的責務を果たすため、売上の回復状況を踏まえ、畜産振興の

ための支援の拡充を図り 、以下の各事業を 行っ た実施団体に対し 経費を補助し

た。（ 資料第８ 表参照）  

 

（ １ ） 馬（ 軽種馬を除く ） の改良増殖推進事業 

家畜改良増殖法に基づき 行われた馬の血統等登録のほか、 重種馬の生産

基盤を 強化し 、生産意欲の高揚と 生産頭数の維持・ 拡大を 図るため、国内産

重種種馬を 導入し 主要生産地に配置する 取組や、 フ ラ ン スから の重種種雌

馬導入により 重種馬の改良を 推進する取組に対する補助を 行っ た。 併せて、

重種馬の生産規模を 拡大するための施設等整備への補助を 拡充し 、 重種馬

の生産性の向上及び新規担い手と なる生産者の支援を 図っ た。また、重種種

雌馬の保留・ 導入や種付け等を 行っ た者及びばんえい競馬に出走し た重種

馬を生産し た者に対する奨励金の交付事業に対する補助を 行っ た。  

こ のほか、馬事普及及び馬の利活用増進を図るためのイ ベント の開催、ば

んえい競馬競走馬の牽引能力向上、 重種馬等の呼吸器疾患の調査研究及び

重種馬の能力評価法確立のための学術研究、 優良な重種馬生産者に対する

生産者表彰を 支援すると と も に、重種馬生産者の認知度を 高めるため、ばん

えい競馬主要競走出走馬の生産者情報を 広く 発信し 、 一般市民と の交流を

図る啓発活動に対する補助を 行っ た。  

（ ２ ） 畜産経営技術指導事業 

畜産経営に対する経営診断・ 指導等を行う 人材の育成・ スキルアッ プを 図

るため、 道府県畜産協会等を 対象に実施さ れた中央団体によ る 研修会及び

資格試験への補助を行っ たほか、畜産経営・ 技術・ 制度資金及び就農等に関

する 中央団体並びに道府県単位で相談窓口を 整備する取組に対し 補助を 行
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っ た。併せて、畜産の教育現場における家畜飼養衛生管理の高度な知識習得

を 推進する ため、 教職員による 学校での家畜飼養衛生管理が実践さ れる よ

う 、教職員を対象と し た農場Ｈ Ａ Ｃ Ｃ Ｐ i i 指導員及び審査員資格取得研修に

対する 補助や馬の装蹄師の養成・ 技術向上のための講習会に対する 補助を

行っ た。  

また、全国和牛能力共進会鹿児島大会において、農業高校等に対する出品

牛審査基準等の解説書の配布と 解説付き 動画配信を 行う 取組への補助を 行

い、 将来の担い手と なる学生の就農意欲向上を図っ た。  

（ ３ ） 畜産経営合理化事業 

競走馬以外の馬に係る飼養衛生管理体制の総合的整備を 図る ため、 馬の

飼養・ 衛生管理及び防疫等に関する講習会等の開催に対する補助を 行っ た。 

また、放牧を 取り 入れた畜産の普及を促進するため、放牧技術の普及や放

牧畜産物に対する消費者の理解醸成等の取組への補助を行っ た。  

（ ４ ） その他畜産振興事業 

地方競馬の売上の一部が馬事・ 畜産の振興等に貢献し ているこ と を 広く

周知するため、盛岡競馬場及び門別競馬場で開催さ れたＪ Ｂ Ｃ 競走、名古屋

で開催さ れた国際養豚養鶏総合展、 鹿児島で開催さ れた全国和牛能力共進

会、 地方競馬教養セン タ ーで開催さ れたいち ご一会と ち ぎ国体等の会場に

おいて畜産フ ェ アを 実施すると と も に、 ＷＥ Ｂ 畜産フ ェ アによ るキャ ン ペ

ーン等の取組に対する補助を 行っ た。また、地方競馬の主要な重賞競走等の

優勝馬関係者へ副賞と し て地域銘柄畜産物を 贈呈する取組や、 家畜が関わ

る全国各地の伝統行事等への支援に対する補助を行っ た。  

さ ら に、緊急的な対策と し て、野生イ ノ シシ間での感染が拡がっ ている豚

熱の人を 介し た交差汚染防止対策の普及を 図るための取組等への補助を 行

っ た。  

加えて、 飼料価格の高騰やコ ロナ禍によ る 生乳消費の落ち 込みにより 経

営の厳し い状況にある酪農業界を 支援するため、「 地方競馬ミ ルク ウイ ーク 」

と 称し て、 全国の主催者と 46道府県の畜産協会等が協同し て実施する取組

（ 牛乳・ 乳製品消費拡大に向けた競馬場での地域乳製品の配布等） への補助

を 行っ た。  

（ ５ ） その他 

協会の取り 組む畜産振興施策を周知するため、 全国紙に全面広告を 出稿

すると と も に、 地方競馬の公益貢献プロモーショ ンビデオを ＷＥ Ｂ ( 地方競

馬情報サイ ト ) で配信し 、 畜産フ ェ ア等においても 放映し た。  

また、畜産振興事業の円滑な実施のため、道府県畜産主務課に交付する畜

産業務委託費を増額し 、 地域畜産のための指導の強化に資し た。  
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３ ． 競走馬生産振興事業に対する補助 

競走馬の生産振興に軽種馬資源を 安定的に確保し 、 競走馬生産地の生産振

興・ 流通対策等に係る以下の各事業を 行っ た実施団体に対し 、 一号交付金か

ら の振替と Ｊ Ｒ Ａ 特別振興資金から の交付金を 原資と し た補助を 行っ た。（ 資

料第９ 表参照）  

 

（ １ ） 軽種馬の改良増殖推進事業 

家畜改良増殖法に基づき 行われる 軽種馬の血統等の登録のほか、 軽種馬

の生産・ 育成に係る指導、優良な若馬の地方競馬への導入を 推進するための

２ 歳馬競走に対する付加賞金の交付、牝馬競走の価値向上を 目指す「 Ｇ Ｒ Ａ

Ｎ Ｄ Ａ ＭＥ -Ｊ Ａ Ｐ Ａ Ｎ 2022（ グラ ンダム・ ジャ パン2022）」 及び２ 歳競走の

振興を 促す「 ２ 歳チャ ンピオンシリ ーズ」 に対するボーナス賞金の交付等の

取組への補助を行っ た。  

また、令和４ 年度より 、ダート グレード 競走と ２ 歳新馬戦の１ 着馬に対し

「 Ｎ Ａ Ｒ 生産牧場賞」 を交付する取組への補助を 行っ た。  

（ ２ ） 軽種馬の防疫衛生対策事業 

繁殖牝馬、育成馬及び競走馬に対する予防接種や、競走馬の防疫推進に資

する取組への補助を行っ た。  

（ ３ ） 経営基盤強化対策事業 

軽種馬生産者や指導者への研修等の実施による知識・ 技術の向上や人材育

成、 優良種牡馬・ 繁殖牝馬導入支援等による血統改良の取組のほか、 草地・

放牧地・ 離農跡地等の生産基盤の整備や飼料生産等の機械導入による飼養環

境の改善等に資する取組への補助を行っ た。  

また、 担い手の育成に加え、 市場流通の活性化や長期・ 低利融資等による

軽種馬生産の安定的維持・ 発展に資する取組への補助を 行っ た。  

さ ら に、中小零細牧場等の経営の安定を 目的と し て、新たに一号交付金も

活用し て、血統的背景から 高いダート 適性の見込める種牡馬の導入に対する

補助を行い、「 カ ラ ヴァ ッ ジオ（ Ｕ Ｓ Ａ ）」 が令和５ 年から 日本軽種馬協会静

内種馬場で供用さ れるこ と と なっ た。  

 

４ ． 馬産地再活性化緊急対策事業に対する補助 

平成26年度に終了し た馬産地再活性化緊急対策事業において実施し た軽種

馬生産農家への資金融資については、 残存貸付金の保証及び利子補給に係る

業務を 引き 続き 適正に実施し た。  

 

５ ． 地方競馬の魅力の向上に向けた取組 

地方競馬のさ ら なる活性化を 図る ため、 主催者間及びＪ Ｒ Ａ と の連携協調

を 基軸と し て、 強い馬づく り や競走体系の整備によ る 地方競馬の魅力の向上
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に向けた取組を 行っ た。  

 

（ １ ） 競馬法改正と 「 第四期競馬活性化計画」 の策定 

令和４ 年度は、 第三期競馬活性化計画期間の最終年度にあたるこ と から 、

こ れまでの取組を踏まえ、地方競馬のさ ら なる活性化を 図るため、競馬法改

正に向けて農林水産省の指導のも と 主催者と 一体と なっ て取り 組んだ。その

結果、 令和４ 年 11 月に可決・ 成立し た改正競馬法では、 ①地方競馬への支

援措置の拡充、②馬産地への支援措置の恒久化、③競馬に対する国民の信頼

を 確保するための措置の充実が講じ ら れた。こ れを 踏まえて主催者が策定す

る「 第四期競馬活性化計画」 の取り まと めを 行っ た。  

（ ２ ） 開催の日取り その他競馬の開催に関する調整・ 助言 

平成 29 年度に策定し た「 競馬開催日程及び番組編成の調整方針」に従い、

全国的な視野に立っ た開催日程や番組編成の調整・ 助言を行う と と も に、主

催者間の競合回避や地方競馬全体での競走の体系化を 図るため以下の取組

を 行っ た。  

① 開催日程等に関する調整 

広域発売情報共有ツールを 活用し て主催者間の開催日程や発走時刻の共

有を 図り 、 情報交換の円滑化に努めた。 次年度の開催日程の設定に関し て、

開催日割に関する主催者間の情報交換会を 開催し 、開催場数の適正化を 推進

すると と も に、Ｊ Ｒ Ａ イ ンタ ーネッ ト 投票を 利用し た地方競馬の勝馬投票券

の発売（ 以下「 地方競馬Ｊ Ｒ Ａ ネッ ト 投票発売」 と いう 。） における基幹競

走の選定に際し 、 競合回避や発売機会の拡大に努めた。  

また、 天災地変等のやむを得ない理由により 、 年度途中に急な開催日程及

び発走時刻の変更を 行う 場合には、関係主催者間で十分な協議を行う よう 調

整を図っ た。  

② 番組編成に関する調整 

「 ダート グレード 競走 i i i」 及び「 シリ ーズ競走 iv」 がそれぞれの実施目的

を果たし 、競走の質的向上が図ら れるよう 年間スケジュ ールの中で適切に編

成さ れると と も に、 でき るだけ多く の発売チャ ンネルにより 、 年間を通じ て

お客様に楽し んでいただけるよう 主催者等と 調整を行っ た。 また、 お客様に

と っ て分かり やすい競走体系の再整備や各シリ ーズ競走のさ ら なる 盛上げ

に向けた主催者間の調整や支援等も 行っ た。  

③ 「 競馬開催日程及び番組編成の調整方針」 の改定 

強い馬づく り と 競走体系整備の推進により 、 地方競馬の魅力向上を実現す

るため、「 競馬開催日程及び番組編成の調整方針」 を 改定し 、開催日程の効率

化や日数、 発走時刻等の重複回避を図ると と も に強い馬づく り を番組面から

も 推進するこ と と し た。  

（ ３ ） 競馬の魅力向上に向けた強い馬づく り の取組 
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「 地方競馬における強い馬づく り 計画」及び競馬活性化計画の評価報告書

に基づき 、「 馬」「 人」「 環境」 の側面から 、 地方発の強い馬の輩出を目指し

て以下の事業に取り 組んだ。また、地方競馬のさ ら なる魅力向上を 図るため、

こ れまでの取組の成果と 課題等を 踏まえて、「 第二期地方競馬における強い

馬づく り 計画」 を策定し た。  

① 「 馬」 の側面から  

ア ダート グレード 競走等で優れた成績を残し た２ 歳・ ３ 歳馬合計 33 頭を

「 地方競馬強化指定馬」 と し て選定し 、 当該馬が坂路等を 備えた施設を 利

用し た場合やＪ Ｒ Ａ 等他場に遠征し た場合の経費を 支援し た。  

イ  馬主による優良な２ 歳馬の導入を 促進する ため、 ２ 歳馬競走への付加賞

金の交付への補助を拡充し て実施し た（ 上記３ （ １ ） と し て実施）。  

ウ 生産者の強い馬づく り への意欲を 喚起する ため、 Ｎ Ａ Ｒ 生産牧場賞の交

付事業を新規に実施し た。（ 上記３ （ １ ） と し て実施）  

エ ダート 競走における 馬の能力向上に資する ため、 ダート 適性のある 種牡

馬導入事業を 新たに実施し た。（ 上記３ （ ３ ） と し て実施）  

オ 馬主確保に向け地方競馬情報サイ ト による広報周知を実施し た。  

カ  地方競馬有力馬の層を 拡充するため、 日本地方競馬馬主振興協会に委託

し 、 馬主に関する意識調査を実施し た。  

② 「 環境」 の側面から  

強い馬づく り 計画に基づき 主催者が実施し た調教施設、 走路、 厩舎、 厩務

員の住環境整備等の各整備事業に対し て、 その経費を 補助し た。（ 資料第 10

表参照）  

③ 「 人」 の側面から  

ア 地方競馬共通の求人サイ ト 「 厩人（ う まやと ひと ）」 に、 厩舎の求人情報

を掲載するなど、 厩舎関係者の確保につながる取組を推進し た。  

イ  地方競馬の厩舎業務の状況を 明ら かにし 、 優秀な人材が集まる魅力的な

職場環境、 効果的な馬の飼養環境の実現に向けた課題と 対策を検討するた

め、 厩舎業務に係る民間コ ンサルティ ング事業を 実施し た。  

（ ４ ） 競馬の魅力を向上さ せるための競走体系の整備と 番組の充実 

   地方競馬の競走の核と なる ダート グレ ード 競走及びシリ ーズ競走につい

て、体系の整備・ 充実を 図ると と も に、 有力馬の出走を促進し 、魅力ある番

組編成を 推進するため、 以下の事業に取り 組んだ。  

① ダート グレ ード 競走及びシリ ーズ競走の整備・ 充実 

我が国のダート 競走体系の中核を なすダート グレ ード 競走について、 主

催者、Ｊ Ｒ Ａ 、生産者団体等と の連携・ 調整を 行い、ダート 競走振興会議及

び日本グレード 格付管理委員会に参画し 円滑な格付けを 実施し た。  

また、 芝と ダート を 両輪と する 日本競馬全体の発展を 目指し 、 地方競馬

が主体と なっ てダート 競走の体系整備（ ３ 歳ダート 三冠競走の創設等の体
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系整備、 ２ ・ ３ 歳ダート 短距離路線の整備、 既存ダート グレ ード 競走の総

括的な見直し ） を 行う こ と と し 、「 全日本的なダート 競走体系の整備につい

て」 を主催者、 全国公営競馬主催者協議会、 Ｊ Ｒ Ａ と と も に６ 月と 11 月に

発表し た。  

なお、競走体系の整備にあたり 、地方競馬では2028 年から 段階的に「 Jpn」

表記の使用を 取り 止め、 全てのダート グレード 競走を国際競走と する こ と

を 目指すこ と と し た。  

② 有力馬の出走奨励 

Ｊ Ｂ Ｃ 競走をはじ め、ダート グレード 競走やシリ ーズ競走に、競走の趣旨

に適っ た有力馬の出走を 促進する取組を 実施し た。  

 

６ ． 地方競馬の魅力の伝達と お客様の利便性向上に向けた取組 

地方競馬の魅力を お客様に確実に伝える と と も に、 お客様の利便性向上を

図り 、 地方競馬のさ ら なる活性化を 図るため、 以下の取組を行っ た。  

 

（ １ ） 競馬の魅力を伝達するための広報の取組 

令和４ 年度においても 、 新型コ ロナウイ ルス感染拡大防止に伴う 競馬場・

場外発売施設などへの入場規制の影響により 、予定し ていた来場促進イ ベン

ト の全国展開等、一部の施策が実施でき なかっ たが、お客様の地方競馬への

認知を高め、 より 多く 参加いただく ための代替策と し て、 ＷＥ Ｂ ( 地方競馬

情報サイ ト ) を 中心と し た広報展開を図るなど、 以下の取組を 行っ た。  

① Ｊ Ｒ Ａ と の相互発売に関する情報提供 

地方競馬Ｊ Ｒ Ａ ネッ ト 投票発売及び地方競馬の施設における Ｊ Ｒ Ａ の勝

馬投票券の発売（ 以下「 Ｊ －Ｐ Ｌ Ａ Ｃ Ｅ 発売」 と いう 。） について、 以下の

取組を行っ た。  

【 地方競馬Ｊ Ｒ Ａ ネッ ト 投票発売の拡充に向けた支援】  

・ 地方競馬Ｊ Ｒ Ａ ネッ ト 投票発売の対象と なる競走について、スポーツ紙

への馬柱の掲載及び競馬雑誌への発売日程並びに記事広告の定期的な

掲載 

・ ダート グレード 競走を始めと する主要な競走、放映可能な日曜日におけ

る基幹競走等に係る、 グリ ーンチャ ンネルでの放映 

・ 情報提供番組「 アタ ッ ク ！地方競馬」 のグリ ーンチャ ンネルでの放映及

び YouTube でのアーカ イ ブ映像配信 

・ 地方競馬Ｊ Ｒ Ａ ネッ ト 投票発売スケジュ ールを 掲載し た「 地方競馬ポケ

ッ ト 版レ ーシングスケジュ ール」 の作成 

・ 主要な広告ツールと なっ ているイ ンタ ーネッ ト を 介し たＷＥ Ｂ 広告 

・ Ｊ Ｒ Ａ と の連携事業である ヤングジョ ッ キーズシリ ーズの発売促進広

報 
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【 Ｊ －Ｐ Ｌ Ａ Ｃ Ｅ 発売等の拡充に向けた支援】  

・ Ｊ －Ｐ Ｌ Ａ Ｃ Ｅ 発売やウイ ンズの受託発売に関し て、主催者が実施し た

新聞広告、 交通広告等の情報提供に対する経費の補助（ 資料第 10 表参

照）  

② 競馬の魅力と 認知度向上に向けた広報展開 

地方競馬の楽し さ をお客様に伝えるため、ダート グレ ード 競走やシリ ーズ

競走を中心に積極的に情報発信を 行っ た。また、主要なレースが多く 実施さ

れ、お客様の注目や参加が期待でき るゴールデンウィ ーク やお盆、年末年始

などの特定期間において集中的な広報を実施し た。特に、競馬への参加が最

も 多く 見込まれる年末年始においては、地方競馬全体を 盛り 上げるためＪ Ｒ

Ａ と も 連携し て取り 組み、 一定の成果を上げた。  

さ ら に、 Ｊ Ｂ Ｃ 競走（ 盛岡・ 門別） について、 実施２ 主催者と 連携し て効

果的な広報を 展開し た。  

③ 地方競馬情報サイ ト を 通じ た情報発信 

お客様への情報提供の中核と なる地方競馬情報サイ ト のコ ンテンツの充

実や、 Ｓ Ｎ Ｓ ・ 地方競馬情報アプリ と の連携を図り 、 静的ページのレスポ

ンシブ対応（ 端末に応じ て最適なページを 表示さ せる仕様） を行う など、

以下の取組を 実施し た。  

・ お客様の参加促進を図るための出走表、 オッ ズ、 レース映像、 レ ース結果

等のリ アルタ イ ムでの提供 

・ レ ースハイ ラ イ ト 、地方競馬に関する連載記事及び特集コ ーナーを盛り 込

んだオンラ イ ンマガジン「 ＷＥ Ｂ ハロン」 の配信 

・ 地方競馬の話題や各競馬場における出来事のお客様、 マスコ ミ への発信 

・ 利用者の関心が高い情報の充実やＷＥ Ｂ 参加型イ ベント の拡充 

・ ツイ ッ タ ーなどＳ Ｎ Ｓ を活用し たお客様と の交流機会の拡大 

④ メ ディ アの複合的な活用と コ ロナ禍の状況におけるＷＥ Ｂ 広報の強化 

広報事業の実施にあたっ ては、 各種メ ディ アの特性に応じ た活用に努め

ると と も に、上記地方競馬情報サイ ト 等と も 連携するこ と により 、様々な媒

体を複合的に活用し たお客様への情報発信に努め、 コ ロ ナ禍により 比重の

高まっ た在宅投票のニーズに応えるため、 令和４ 年度はＷＥ Ｂ を 活用し た

広報展開を一層強化し た。  

⑤ 新たなお客様の定着と 売上向上を 目指すプロモーショ ン事業の実施 

地方競馬の売上向上の核と なる ダート グレ ード 競走の魅力を より 強く 伝

達するため、特設サイ ト による情報発信を 強化すると と も に、新規参加者や

ラ イ ト フ ァ ンを タ ーゲッ ト にし た、 女性騎手プロモーショ ン も 継続的に取

り 組んだ。  

⑥ 公益貢献を アピールする取組 

地方競馬の売上の一部が馬事・ 畜産の振興や地方財政の改善等、社会貢献
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し ているこ と を 広く 周知する ため、 全国紙に社会貢献の全面広告を 複数回

出稿し た。また、プロモーショ ンビデオを活用し た主催者の取組への補助を

行う （ 上記２ （ ５ ） と し て実施） と と も に、「 地方競馬ミ ルク ウイ ーク 」 と

称し て、 全国の競馬場で乳製品を 配布し 、地域の酪農関係者を 支援し た（ 上

記２ （ ４ ） と し て実施）。  

⑦ コ ロナ後を 見据えた来場促進事業の実施 

来場促進策と し て予定し ていた「 旅う まチャ レンジ」 の後継事業やイ ンバ

ウンド 向けの広報等については、新型コ ロナウイ ルス感染防止の観点から 、

令和４ 年度も 実施を 見送っ た。  

⑧ 地方競馬の表彰式典の開催 

関係者の功績を 称える と と も に、 マスコ ミ 等を 通じ て地方競馬に関する

話題を提供する場と し ての表彰式典「 Ｎ Ａ Ｒ グラ ン プリ ２ ０ ２ ２ 」 を ３ 年

ぶり に開催（ 新型コ ロナウイ ルス感染防止の観点から ２ 年間休止） し 、関係

者等の表彰を 行っ た。 今年度は会場を 変更し 、 受賞者を リ スペク ト する た

めの演出を 行う と と も に、 表彰の様子を 広く 伝達するため、 イ ン タ ーネッ

ト でのラ イ ブ配信を 行っ た。  

（ ２ ） お客様の利便性の維持・ 向上 

お客様への競馬情報の的確な提供や勝馬投票券の発売に必要なシステム

の円滑な運用に努めた。また、主催者における適切な運用手順の整備や研修、

システムの不具合の発生を想定し た訓練等を実施し た。  

地方競馬と 中央競馬の相互発売に係るシステム（ Ｊ －Ｎ コ ンバータ ） の整

備については、 Ｊ Ｒ Ａ と 連携し て取り 組み、 更新を完了し た。 その結果、 令

和５ 年度から 相互発売の締切時刻を 発走時刻の４ 分前から ２ 分前に短縮す

るこ と と し た。  

地方競馬の馬券発売における 基幹システムである 共同Ｔ Ｚ Ｓ については、

令和６ 年度中の更新に向けた検討と 主催者の合意形成を進め、 令和５ 年度、

６ 年度の２ ヵ 年を かけて構築するスキームを整えた。  

地方競馬情報サイ ト については、 在宅投票の拡大に伴う 負荷対策と し て、

アク セスの分析調査の結果に基づく サーバの増強やプロ グラ ムの変更を 行

い、 安定的な運用を実施し た。  

（ ３ ） 主催者が行う 活性化事業への支援 

岩手県競馬組合（ 水沢競馬場）、 埼玉県浦和競馬組合（ 浦和競馬場） 及び

石川県（ 金沢競馬場） が実施し た、 幅広い発走時刻の調整を 可能と する走路

照明設備の整備等に対し て、 経費の一部を 補助し た。（ 資料第 10 表参照）  

 

７ ． 競馬の国際化への対応 

国際セリ 名簿基準委員会においてパート Ⅰ国と し て承認さ れている 日本の

競馬の一翼を 担う 機関と し て、 競馬の国際化への対応と し て以下の取組を 行
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っ た。  

 

（ １ ） 国際競馬統括機関連盟総会や各種国際会議（ 第 56 回パリ 国際会議、 第 39

回アジア競馬会議） に職員を 派遣し 、競馬の国際化に係る諸課題への円滑な

対応を 行っ た。  

（ ２ ） 海外の競馬関係者に対し て、ダート グレード 競走の成績等、 地方競馬に関

する各種統計情報を 提供し た。  

（ ３ ） Ｊ Ｒ Ａ ハンデキャ ッ パーと 緊密に連携し 、国際的な競走馬の能力指標であ

るレーティ ングの作成を 行っ た。  

（ ４ ） 地方競馬所属馬の国際競走への出走については、地方所属馬が国際競走の

出走馬に選定さ れたも のの出走には至ら ず、出走奨励事業は実施できなかっ

た。  

（ ５ ） 令和２ 年度から ２ ロ ッ ト に対応し て運用を 開始し た地方競馬教養セン タ

ーの国際検疫厩舎は、輸出、輸入のいずれも 対応可能と する受け入れ態勢を

整えたが、 利用には至ら なかっ た。  

 

８ ． 適切な事業運営の確保 

協会の事業を 適切に運営するため、財務、人事、補助事業等について以下の

取組を 行う と と も に、 内部監査等を 通じ て、 適正かつ効率的な事業運営に努

めた。  

 

（ １ ） 競馬活性化事業の推進と 評価 

「 第三期競馬活性化計画」 の最終年度と し て、目標の達成に向けて着実に取

り 組むと と も に、「 第三期競馬活性化計画検証報告書」 を 取り まと め、 地方競

馬情報サイ ト 上で公表し た。また、検証の結果明ら かと なっ た課題等を踏まえ

て主催者が新たに「 第四期競馬活性化計画」 を 策定する際に助言や調整を 行っ

た。  

（ ２ ） 適切な事業運営と 進捗管理・ 見直し による効率的な事業実施 

適切な事業運営により 、組織の役割と 責務を 確実に果たすと と も に、事業

の進捗管理及び定期的な見直し を行い、 効率的な事業の実施に努めた。  

（ ３ ） 健全な財政運営 

競馬活性化計画に基づく 資金需要等に備えた中長期的な財務見通し を 踏

まえて、 健全な財政運営に努めた。  

（ ４ ） 計画的な職員採用及び適切な教育と 研修等を 通じ た組織力向上への取組 

競馬のプロ集団と し ての組織基盤を 安定的に維持するため、計画的な職員

採用により 人員を 確保すると と も に、職務や階層に応じ た教育・ 研修の強化

を通じ 、 組織力向上に必要な人材を育成し た。  

（ ５ ） 補助事業の外部評価等の実施 
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畜産振興補助事業及び競走馬生産振興補助事業を 効果的かつ効率的に実

施するため、外部有識者で構成する評価委員会において意見を聴取し 、客観

的かつ的確な事業評価を行う と と も に、 評価結果を 地方競馬情報サイ ト で

公表し た。  

（ ６ ） 補助事業や助成事業に対する監査及び協会業務に係る監査の適切な実施 

畜産振興補助事業、競走馬生産振興補助事業、競馬活性化補助事業及び競

馬公正化促進事業等助成事業の適正化と 効率化を 図る ため、 事業実施主体

33 団体 139 事業（ 中央団体： 14 団体 40 事業、 地域団体： 19 団体 99 事業）

に対し 、監査を 実施し た。監査により 不適切な事案が見つかっ た場合には必

要な措置を行っ た（ 文書注意３ 団体６ 事業、口頭指導２ 団体２ 事業）。また、

畜産振興補助事業について、外部監査法人による業務監査（ 協会所管部署の

監査及び前年度文書注意を受けた団体のう ち１ 団体の監査） を 実施し 、補助

事業が適正に実施さ れている旨の監査意見を 受けた。  

協会業務に係る監査は、各部署における業務の実施状況について、監事監

査と 連携し て内部監査を実施し た。事務処理に関する指摘等はあっ たも のの、

協会業務は関係法令及び諸規程に基づき 、適正かつ効率的に実施さ れたと 認

めら れる旨の報告を受けた。そのほか、事業運営の一層の適正化を 図るため、

外部監査法人による会計監査を実施し 、協会の会計処理状況は適正である旨

の報告を受けた。  

 

Ⅲ． 各種会議の実施状況 

１ ． 運営委員会の開催 

① 第１ 回運営委員会を 令和４ 年６ 月 28 日に開催し 、「 令和３ 年度事業報告及

び決算」 について審議し た。  

② 第２ 回運営委員会を 令和４ 年 10 月 13 日に開催し 、「 役員人事」 について審

議し た。（ ＷＥ Ｂ 会議）  

③ 第３ 回運営委員会を 令和４ 年 12 月８ 日に開催し 、「 役員人事」 について審

議し た。（ ＷＥ Ｂ 会議）  

④ 第４ 回運営委員会を 令和５ 年３ 月 14 日に開催し 、「 令和５ 年度事業計画及

び予算」 並びに「 地方競馬全国協会定款及び業務方法書の一部変更」 ほかに

ついて審議し た。（ ＷＥ Ｂ 会議）  

 

２ ． 評議員会の開催 

① 第１ 回評議員会を令和４ 年６ 月 22 日に開催し 、「 令和３ 年度事業報告及び

決算」 について審議し た。  

② 第２ 回評議員会を令和５ 年３ 月 10 日に開催し 、「 令和５ 年度事業計画及び

予算」 並びに「 地方競馬全国協会定款及び業務方法書の一部変更」 について

審議し た。  
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３ ． 地方競馬活性化会議の開催 

以下の事項について審議するため、 計６ 回の地方競馬活性化会議を 開催し た。 

① 令和３ 年度の事業報告及び決算 

② 令和５ 年度の事業計画及び予算 

③ 第三期競馬活性化計画の年度検証 

④ 第四期競馬活性化計画 

⑤ 競馬開催日程及び番組編成の調整方針 

⑥ 地方競馬における強い馬づく り 計画 

⑦ 地方競馬活性化会議規則の一部改正 

⑧ 令和４ 、 ５ 年度地方競馬活性化事業 

⑨ 令和４ 、 ５ 年度地方競馬単独資金補助事業 

⑩ 令和４ 、 ５ 年度地方競馬Ｊ Ｒ Ａ ネッ ト 投票発売 

⑪ 競走体系の整備 

⑫ 薬物検査経費の負担方法と 検査料金にかかる覚書 

⑬ 令和５ 年度の基幹システムの構築及び運用費用 

⑭ 第三期地方競馬共同Ｔ Ｚ Ｓ の構築 

⑮ Ｊ －Ｎ コ ンバータ の進捗状況 

⑯ 地方競馬実施規則（ 例） の改正 

⑰ 各部会から の検討状況報告 ほか 

 

４ ． その他委員会の開催 

① 馬主登録の適否を審議するため、 馬主登録審査委員会を５ 回開催し た。  

② 調教師及び騎手の免許試験の合否を 判定するため、 調教師・ 騎手免許試験

委員会を３ 回開催し た。  

③ 騎手候補生の入所試験の合否を判定するため、 騎手候補生入所試験委員会

を １ 回開催し た。  

④ 畜産振興補助事業の事業実施主体候補者の選定を行う ため、 畜産振興補助

事業審査委員会を ２ 回開催し た。  

⑤ 令和３ 年度に実施さ れた補助事業の事後評価等を行う ため、 畜産振興補助

事業評価委員会を ６ 回開催( う ち３ 回は書面開催) し た。  

 

Ⅳ． 借入金、 財政投融資資金及び国庫補助金等による資金の調達状況 

  該当なし  

 

Ⅴ． 子会社及び関連会社並びに関連一般社団法人等 ( 令和５ 年３ 月 31 日現在)   

１ ． 子会社及び関連会社並びに関連一般社団法人等の状況 

① 協会の子会社： １ 社 ( 株) 日本レ ーシングサービス（ 株式所有）  
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② 協会の関連会社： 該当なし  

③ 協会の関連一般社団法人等： ２ 法人 

( 一財) 地方競馬共済会 

( 公財) 畜産近代化リ ース協会（ 出捐）  

 

２ ．子会社の名称、住所、資本金、事業内容、役員数、代表者の氏名、従業員数、

協会の所有する議決権の総数に対する割合及び協会と の関係 

＜株式会社 日本レーシングサービス＞ 

① 住 所  東京都品川区東品川２ -２ -20 天王洲オーシャ ンスク エア４ Ｆ  

② 資本金  １ 億１ 千万円( 発行済株式総数 2, 200 株)  

③ 事業内容 

ア 地方競馬の勝馬投票に関する情報の集計及び伝達業務 

イ  地方競馬の開催関連業務、場外勝馬投票券発売所の設置、運営及び維持・

管理並びに競馬の勝馬投票券発売システムその他競馬開催に係る 機械設

備の設置及び運用・ 保守管理業務 

ウ 地方競馬場外発売に関する企画・ コ ンサルティ ング及び運営、 管理のた

めのサービス提供等の業務 

エ 地方競馬及び畜産に関する広報宣伝に係る広告代理業務 

オ 地方競馬及び畜産に関する調査研究、 資料の収集並びに情報提供業務 

カ  中央競馬の勝馬投票券発売に関する 業務並びに関連する施設の設置運

営及び維持管理業務 

キ 損害保険代理業務 

④ 役員数  ６ 名( う ち常勤： ２ 名)  

⑤ 代表者の氏名  代表取締役社長 留守 悟 

⑥ 従業員数 44 名（ 協会派遣４ 名を含む。）  

⑦ 協会の出資額及び所有する議決権の総数に対する割合 １ 億円、 91％ 

⑧ 協会と の関係 

地方競馬の円滑な実施を図るため、勝馬投票全般に関するデータ の集計及

び伝達を 適切に行う こ と は極めて重要である。 よっ て、 協会はこ れら の事業

を 行う 株式会社日本レ ーシン グサービ スに出資すると と も に人的支援も 行

っ ている。 また、 同社は主催者から の委託により 共同Ｔ Ｚ Ｓ 等の総合運用業

務を担っ ている。  

 

３ ． 関連一般社団法人等の名称、 住所、 基本財産、 事業内容、 役員数、 代表者の

氏名、 職員数及び協会と の関係 

＜一般財団法人 地方競馬共済会＞ 

① 住 所  東京都港区麻布台２ -２ -１  

② 基本財産 １ 億８ 千万円 
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③ 事業内容 

ア 調教師、 騎手及び厩務員並びにその遺族に対する共済事業 

イ  各種の共済制度に関する調査研究等 

④ 役員数 11 名( う ち常勤： ２ 名)  

⑤ 代表者の氏名  理事長 秋元 稔弥 

⑥ 職員数 ４ 名（ 協会派遣１ 名を 含む。）  

⑦ 協会の出捐額 900 万円 

⑧ 協会と の関係 

地方競馬の調教師、 騎手及び厩務員等に対する福利厚生の充実を 図るこ と

は、 競馬の公正確保のために極めて重要である。 よっ て、 協会はこ れら の事

業を 行う 一般財団法人地方競馬共済会に対し 出捐し 、 事業推進に要する経費

の一部を助成すると と も に人的支援も 行っ ている。  

 

＜公益財団法人 畜産近代化リ ース協会＞ 

① 住 所  東京都港区六本木２ -１ -13 

② 基本財産 2, 500 万円 

③ 事業内容 

ア 畜産振興上必要な機械、 施設等の貸付 

イ  乗馬施設の貸付、 乗馬普及 

ウ 地方競馬の用に供する機械等の貸付 

エ 畜産及び馬事振興に関する調査研究又は普及、 啓発等 

④ 役員数 ９ 名( う ち常勤： ３ 名)  

⑤ 代表者の氏名  理事長 飯髙 悟 

⑥ 職員数 ９ 名 

⑦ 協会の出捐額 2, 000 万円 

⑧ 協会と の関係 

我が国の畜産及び主催者の経営合理化に資するため、 畜産及び競馬関連機

器等のリ ース事業は、 限ら れた財源の有効活用を 図るために極めて重要であ

る。 よっ て、 協会はこ れら リ ース事業を行う 公益財団法人畜産近代化リ ース

協会に対し 出捐すると と も に助成を行っ ている。  

 

Ⅵ． 協会が対処すべき 課題 

令和４ 年度は、 主催者及び競馬関係団体と 連携し て策定し た「 総合的な公

正確保対策」 に基づき 、 取り 組みを 行っ たと こ ろ である が、 複数回の放馬事

案や禁止・ 規制薬物関係事案等が発生し た。今後、より 一層取組を強化し 、主

催者と と も に公正確保のさ ら なる徹底を図る必要がある。  

 また、 令和４ 年度の総売得金額は、 競馬活性化計画に着実に取り 組んだこ

と 等により 初めて１ 兆円を 上回り 、 過去最高記録を更新し た。  
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そう し た中で、 今後も 売上の維持・ 拡大を図り 、 畜産振興や地方財政の改

善への貢献と いう 地方競馬の役割を し っ かり と 果たし ていく ため、 主催者と

と も に公正確保対策によ り 不祥事案の根絶を図るこ と でお客様の信頼を確保

し 、 安心し て競馬を 楽し んでいただける 環境を 構築し たう えで、 長期的視点

に立っ た厩舎・ 調教施設の整備や賞典奨励費の適正化等により 中央競馬に比

肩する強い馬づく り を進めると と も に、「 全日本的なダート 競走体系」 の整備

や国際化を 進め、 地方競馬の魅力向上を図る必要がある。  

こ う し た認識のも と 、 令和５ 年度においては改正競馬法の趣旨を 踏まえ、

主催者及び関係団体と 連携し たう えで公正確保のさ ら なる徹底を図る と と も

に、「 第四期競馬活性化計画」 に基づく 施策・ 事業を 着実に推進するこ と で経

営基盤の強化を 実現でき るよう 主催者と 連携し てし っ かり と 取り 組んでいく 。 

 

 
i  ギャ ン ブル等依存症対策基本法に基づき 、 ギャ ン ブル等依存症対策の総合的かつ計画的

な推進を 図る ため、 平成 31 年 4 月 19 日に閣議決定さ れた計画 
i i  畜産農場における 衛生管理を 向上さ せる ため、 農場にＨ Ａ Ｃ Ｃ Ｐ （ 危害要因分析を 行

い、 必須管理点（ Ｃ Ｃ Ｐ ） を 決めてリ スク を 管理する 手法） の考え方を 採り 入れ、 農場

段階で危害要因を コ ン ト ロ ールする手法 
i i i 地方競馬、 Ｊ Ｒ Ａ の所属に関わら ず、 優れたダート 適性馬の出走機会を 確保し 、 生産

に還元すべき 優良馬を 選定する 目的で、 日本グレ ード 格付け管理委員会によ り 格付けを

承認さ れた競走 
iv 地方競馬における複数の競走を 目的によ っ てグループ化し て、 単体の競走以上の付加

価値を 生み出すために整備さ れた「 ダービ ーシリ ーズ」 や「 グラ ン ダム・ ジャ パン 」、

「 スーパースプリ ント シリ ーズ」 など の競走群 


